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1. 名 称 第68回楠地区運動会 

 

2. 目 的 楠地区のみなさんが、スポーツを通じて心と体の健康を増進し、親子のふれ 

あいや互いに交友と親睦を深めることによって健康で明朗なまちづくりに寄与する

ことを目的とします。 

 

3. 主 催 楠地区社会福祉協議会 

 

4. 共 催 楠地区連合自治会 
  楠地区社会づくり推進協議会 

 

5. 協 催 NPO法人楠スポーツクラブ 

 

6. 後 援 楠小学校・楠中学校 

 

7. 期 日 令和5年10月22日(日）午前 ８時５０分～ 雨天中止 

※午前６時に雨天中止の決定。雨天中止の連絡方法は下記より選択。 

①楠まちづくりコミュニティー（ホームページ）に掲載 

②電話連絡（参加申込書の電話番号へ連絡） 

 

8. 会 場 楠緑地多目的運動場 

 

9. 参加資格 楠地区民 

 

10. 参加申込  令和 5 年 10 月 6 日（金）までに下記へ別紙参加申込書を提出してください。 

（Fax・e-mail可） 

 

① 楠地区団体事務局 

（団体事務局の開設時間は月～金曜日の9:00～15:00です。） 

楠地区市民センター１階   

 ℡・FAX398-3121 E-mail:kusu-dj@m7.cty-net.ne.jp 

② 楠スポーツクラブ窓口（楠緑地体育館事務所） 

（平日8：30～17：00の間にお願いします。） 

※なお、参加申込書及び大会要項、雨天中止連絡については楠まちづくりコミュニティーの

ホームページに掲載していますのでご活用ください。 

ホームページアドレス  https://kusumachi.net/  

             

 ※団体種目に出場しない場合も提出をお願いします。 
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11. 開閉会式 

       ★開会式  9:00 ～（8:50 招集通告） 

   ※開会式への出席は、1自治会 5名までとします。 

 

       ①開式通告  ②開会宣言 ③国旗・市旗掲揚 ④大会会長挨拶 ⑤来賓祝辞 

       ⑥優勝旗返還 ⑦選手宣誓 ⑧審判長注意   ⑨閉式通告 

        

★閉会式  

       ①開式通告 ②委員長お礼の言葉 ⑤国旗・市旗降納 

       ⑥閉会宣言 ⑦閉式通告 

＊プラカードの場所へ自治会ごとに集合し、参加した選手数によって 

１～４列縦隊で整列してください。 
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12. 表彰  

地区別の表彰は行わない。 

但し、プログラム④じゃんけん関所、⑥フライングディスク、⑦ハリケーン、⑧地区別対抗リレー

については、レース毎に下記の通り入賞者に賞品を贈る。 

 

プログラム  ④じゃんけん関所 ⑧地区別対抗リレーについては、1～3位の入賞者 

  ⑥フライングディスク ⑦ハリケーンについては、1～2位の入賞者 
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13. 観覧席について 

テントの配置を４ブロックに分け、７・８・８・７に分けた自治会グループが毎年各ブロックを時

計回りに移動します。ブロックごとのテントの配置は、ブロックの中で抽選を行います。 

 

（令和5年度） 

第１ブロック【開栄町・幸町一区・南本町・旭町・幸町二区・新町・新浜町】 

 

第２ブロック【中町・吉崎・丑之新田・東町・西町一区・西町二区・南町・北町】 

 

第３ブロック【東本郷一区・東本郷二区・東本郷三区・川北園・本郷・北一色・菊水園・小倉】 

 

第４ブロック【南川・古川町・栄町・宝町・錦町・昭和町・北本町】 

 

自治会テントの設置について  

１．テントの設営は、運動会当日午前８時より設営をお願いします。 

２．強風等によるテントの管理は、自治会で行ってください。 

３．テントを運んできた車は、公園駐車場北側に駐車してください。（Ｐ９参照） 

 

 

 

 

 

 

◆観覧席配置図 （令和元年度） 
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14. プログラム 
 

 

 
 
 
 
 


